
重点事項名 地方公務員の休暇制度において、地域社会に貢献する活動に従事することを事由とする特
別休暇を各地方自治体の裁量により創設できることの明確化（重点番号：15）

提案区分 （区分）B 地方に対する規制緩和 （分野）11_その他
提案市 兵庫県神戸市
求める措置の具体的
内容

地方公務員の休暇制度として、地域社会に貢献する活動（自治会、NPO等）に従事することを事由と
する特別休暇を、各地方公共団体の裁量で創設して差し支えないこととすること若しくは明確化する
ことを求める。

具体的な支障事例 当市としては、働き盛りの世代の地域活動参加を促進する社会的風潮を醸成するため、まずは公務員
が日常の地域活動に参画していく制度的基盤を構築することは有用と考えているが、地方公務員の休
暇制度については、地方公務員法第24条第４項において「国及び他の地方公共団体の職員との間に権
衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」と規定されているところ、各地方公共
団体が、それぞれの裁量で、地域社会に貢献する活動（自治会、NPO等）に従事することを事由とす
る特別休暇の創設を行いたい場合も、当該規定との関係で問題がないのかは必ずしも明確ではない。
国家公務員の休暇制度における、いわゆる社会貢献活動休暇（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関
する法律第19条、人事院規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）第22条第４号）は、被災地支
援や介護施設等における活動への参加を要件としている。一方、（自治的・自主的な動機による活動
であるとはいえ）地域社会への貢献として日常的に幅広い参画を期待される活動である自治会町内会
活動が対象範囲となっていない。

制度改正による効果 働き盛り世代の地域活動参加を促すことで、自治会、町内会役員のなり手不足解消につながる。
根拠法令等 地方公務員法第24条第４項、人事院規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）

（特別休暇）第22条④イ、ロ、ハ 1

令 和 5 年 6 月 1 5 日
神 戸市地域協働局１．提案内容
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重点番号15：地方公務員の休暇制度において、地域社会に貢献する活動に従事することを事由とする特別休暇を各地方自治体の裁量により創設できることの明確化（神戸市）



〇人事院規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）（抄）
（特別休暇）
第22条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間と
する。
④ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行
う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被
災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病に
かかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障があ
る者の介護その他の日常生活を支援する活動

〇地方公務員法（抄）
（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）
第24条
４ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しな
いように適当な考慮が払われなければならない。
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２．根拠法令
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３．神戸市内における地域団体の組織・主な活動内容

○ 神戸市内では自治会の他、主に住民・地域団体・法人等により構成される多数の地域団体が、地域住民の生活の向上・安定の
ために活動。

団体名 主な活動内容 団体（概算）
自治会 地域の生活環境維持や地域交流事業、情報伝達等 2,700団体
婦人会 生涯学習活動や募金活動、美緑化ボランティア 90団体
ふれあいのまちづくり協議会 地域福祉センターの管理と地域福祉・交流活動 194団体
防災福祉コミュニティ 防災訓練などの自主防災活動 192団体
まちづくり協議会 まちつくり協定の締結等 87団体
単位地区民生委員児童委員協議会 住民の相談支援や地域福祉活動 175団体
青少年育成協議会 青少年の育成及び青少年を取り巻く環境づくり 153団体
老人クラブ 高齢者の生きがいと健康づくり、福祉増進 350団体
子ども会 子どもたちの心身の健やかな成長を促進 129団体
【参考】ＮＰＯ法人 （法定業種） 740団体
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４．自治会の例（活動上の課題）
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役員のなり手がいない

運営を手伝ってくれるスタッフが足りない

事務・会計処理を行える人が少ない

インターネットを活用した広報ができるスタッフが少ない

その他

特に課題はない

無回答

全体 [n=1,330]

■活動を進めていくための課題（人材面・複数回答可） ■活動を進めていくための課題（運営面・複数回答可）
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活動の企画・アイデアを考えるのが難しい
会合や催しを行える場所が少ない

活動の周知・ＰＲが難しい
事務・会計処理の負担が重い

地域内の団体間の調整が難しい
個人情報の取り扱いが難しい

感染予防対策の費用負担が重い
適切な感染予防対策がわからない

活動資金が不足している
団体名で契約ができない（携帯電話等）

団体名で財産が保有できない（不動産、自動車等）
未加入世帯が増えている

その他
特に課題はない

無回答

全体 [n=1,330]
（出典）神戸市 令和４年度 神戸市内地域組織基礎調査（2023） 4

○ 地域団体の中でも最多である自治会を例にとると、その課題感として「役員の担い手がいない」（70.2%）の他、活動企画・
運営補助・事務処理・会計処理・広報活動を担うマンパワーやノウハウの不足を課題と考える自治会がそれぞれ2割程度ある。

○ 神戸市における他の地縁団体に対する調査結果においても、同様の結果であった。
○ 多くの地方公共団体において同様の状況であると考えらえるが、上記の課題は、いずれも行政職員の職務経験やノウハウが活
用できる分野である。実際にも、市民の方々からその旨の要望をいただくことが多い。
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５．地域活動への参加に対する国民の意識

内閣府：令和２年度「社会意識に関する世論調査」結果より

6割以上が社会貢献の意欲あり

5

社会への貢献意識

○ 社会の人間関係の希薄化がいわれる中にあっても、6割以上の国民（63.4%）が社会貢献の意識を持っている。その意識を行
動につなげるきっかけづくりが必要。

1
2



兵庫県立大学内平教授：地域コミュニティの新たな担い手としての公務員
の可能性ー神戸市職員アンケート調査結果の分析よりーから抜粋

地域貢献活動に経験（27.1%）・又は関心(36.1%)あり

６．地域活動への参加に対する神戸市職員の意識
○ 神戸市職員を対象とした調査結果によると、地域貢献活動の実施経験あり（27.1%）又は関心あり（36.1%）と回答した職員
が全体の6割強（63.2%）と一定数存在。

○ その一方、活動しようと思わない理由として、活動先情報へのアクセスの困難さ（34.8%）を挙げる意見に次いで「仕事の疲
労を回復したいから」（32.3%）との意見が多く、現役世代にとっての両立の体力的・時間的な困難さも明らかになった。

○ 社会貢献活動休暇の取得状況では、大規模災害発生時のボランティア活動以外の取得が極めて少ないのが現状。
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７．神戸市退職者に対する地域貢献ボランティア登録制度
○ 神戸市職員としての職務経験を退職後に市内の地域活動の場で活用することを促進するため、令和５年４月、当市退職者を対
象とした地域貢献ボランティア登録制度を創設。

○ 現在、地域協働局において、応募者の希望に応じた地域活動先を順次紹介。
○ しかし、退職者では人数的に一定の限界もあり、現役職員に対しても並行して地域貢献ボランティア活動を促進していく必要
がある。

7

退職者向け 地域団体向け
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８．まとめ

○自治会に代表される地域団体では、担い手の減少・高齢化が顕著に進行。
○一方で、国民全体・職員とも地域貢献ボランティア活動への意欲は高く（６割以
上）、これを実際の活動につなげる仕組みがあれば、地域活動における担い手不足
に対しても一定の効果があるだけでなく、職員の意識変革にも寄与するものと想定。
○今後、特別休暇（の新設又は既存の特別休暇の拡大）を検討する場合に、このよう
な地方自治体の実情に合わせた要件を柔軟に設定する必要がある。
○その際、国家公務員における特別休暇制度の内容・要件と異なることとなるが、地
方自治体の実態にあった制度とすることが肝要であることから、地方公務員法第24
条第４項（勤務条件における国と地方の均衡）との関係で、地方自治体の裁量が尊
重されることを求めるもの。
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